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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
時
に
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
際
の
避
難
所
の
在
り

方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
災
害
の
発
生
に
備
え
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第

四
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
避
難
所
を
確
保
す
る
た
め
に
、
公
共
施
設
そ
の
他
の
施
設
を
指
定
避
難

所
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
観
点
か
ら
、
「
避

難
所
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
四
月
一
日
付
け
府
政
防
第
七
百
七
十
九

号
・
消
防
災
第
六
十
二
号
・
健
感
発
〇
四
〇
一
第
一
号
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
防
災
担
当
）
付
参
事
官
（
避
難
生
活
担
当
）
、

消
防
庁
国
民
保
護
・
防
災
部
防
災
課
長
及
び
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
連
名
通
知
）
等
を
発
出
し
、
地
方
公
共

団
体
に
対
し
、
通
常
の
災
害
発
生
時
よ
り
も
可
能
な
限
り
多
く
の
避
難
所
の
開
設
を
図
る
と
と
も
に
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
活
用

等
を
検
討
す
る
こ
と
、
避
難
所
内
に
つ
い
て
避
難
者
が
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

技
術
的
助
言
を
行
っ
て
お
り
、
避
難
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
種
類
や
状
況
に
よ
り
避
難
行
動
が
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
な
お
、
例
え
ば
風
水
害
に
つ
い
て
は
、
「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
三
十
一
年
三
月

内
閣
府
（
防
災
担
当
）
）
等
に
お
い
て
、
避
難
勧
告
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
、
親
戚
や
友
人
の
家
等
も
含
め
安
全
な
場
所

へ
迅
速
な
避
難
を
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
避
難
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
に
万
全
を
期
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。 


